
呉市水道局受注希望型指名競争入札実施要綱 

 

財務課 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，地方自治法（昭和２２年法律第６７号），地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号）及び呉市水道局契約規程（昭和３９年水道局規程第１２

号）に定めるもののほか，建設工事（建設業法（昭和２４年法律第１００号）第

２条第１項に規定する建設工事をいう。以下同じ。）及びコンサルタント業務（測

量及び工事に関する設計，調査その他建設コンサルタント業務等をいう。以下同

じ。）の発注に当たって，呉市水道局が実施する受注希望型指名競争入札を適正か

つ厳正に執行するため，必要な事項を定めるものとする。 

 

（対象工事等） 

第２条 受注希望型指名競争入札の対象とする建設工事又はコンサルタント業務

（以下「対象工事等」という。）は，建設工事にあっては設計金額が概ね１３０万

円以上１億５千万円未満のものとし，コンサルタント業務にあっては設計金額が

概ね１千万円以上のものとする。ただし，管理者が特に認めた場合は，この限り

でない。 

 

（入札参加者の要件） 

第３条  受注希望型指名競争入札に参加することのできる者は，対象工事等の種類

について当該年度の呉市水道局建設工事入札参加有資格者名簿又は測量及び建設

コンサルタント等業務入札参加有資格者名簿に登載されている者で，次に掲げる

要件を満たすものの中から呉市水道局指名業者選定委員会（以下「委員会」とい

う。）が指名するものとする。 

(1) 対象工事等に対応する業種の資格を有すること。 

(2) 次条及び第５条に規定する公表の日から対象工事等の入札の日までの間のい

ずれの日においても，呉市水道局から指名停止を受けていないこと及び次に揚

げる者が市町村税を滞納していないこと。 

ア 個人の場合 その代表者 

イ 法人の場合 法人及びその代表者（委任関係があるときは，その受任者） 

 (3) 会社更生法又は民事再生法に基づき，更正手続又は再生手続の開始が申立て

されていないこと（手続の開始後，呉市水道局入札参加資格の再認定を受けた

ものを除く。）。 

(4) 管理者が指定する場所で対象工事等の設計図書等を購入することができるこ

と。 

(5) 対象工事等の工事費内訳書又は業務費内訳書を提出することができること。 

(6) 建設工事にあっては，次に掲げる要件を満たすこと。 

ア 建設業法第２６条に規定する主任技術者又は監理技術者を置くことができ



ること。また，現場代理人を必要とする場合には，これを置くことができる

こと。 

イ 有効な建設業の許可及び経営事項審査の結果通知を有すること。 

(7) コンサルタント業務にあっては，次に掲げる要件を満たすこと。 

ア 当該業務に対応する管理技術者及び照査技術者を置くことができること。

ただし，管理者が認める場合はこの限りでない。 

  イ 当該業務が測量業務である場合は測量法（昭和２４年法律第１８８号）第

５５条第１項の規定による登録を，当該業務が建築一般に係る設計業務であ

る場合は建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条第１項の規定によ

る登録を有すること。 

(8) その他管理者が必要と認める要件を満たすこと。  

 

（対象工事等の予定価格の事前公表） 

第４条 対象工事等の予定価格は，事前に公表するものとする。 

 

（対象工事等の公表） 

第５条 対象工事等及び参加申請要領は，呉市水道局のホームページ（以下「ホー

ムページ」という。）に掲載することにより公表する。 

２ 前項の規定による公表は，原則金曜日に行う。 

 

（現場説明会） 

第６条 対象工事等の内容の説明は，設計図書等の販売によって行うものとする。 

 

（質問及び回答） 

第６条の２ 対象工事等の内容等について質問がある者は，所定の質問書に記入の

上，指定の期日までに，ファクシミリによる送信により提出するものとする。 

２ 前項の質問に対する回答は，指定の期日までに，ホームページに掲載するもの

とする。 

 

（入札参加申請） 

第７条 対象工事等の入札に参加しようとする者は，ファクシミリによる送信又は

持参により，呉市水道局受注希望型指名競争入札参加申請書（建設工事にあって

は別記様式第１号によるものとし，コンサルタント業務にあっては別記様式第２

号によるものとする。以下「申請書」という。）を提出しなければならない。 

 

（申請書の受理） 

第８条 管理者は，前条の規定により提出された申請書を受理した場合，速やかに

受理した旨を申請書を提出した者（以下「申請者」という。）にファクシミリによ

る送信又は電話連絡により通知するものとする。 

 



（入札参加資格の確認等） 

第９条  委員会は，申請者について，第３条に規定する入札参加者の要件を満たす

か否かを審査し，入札参加資格の有無を確認するものとする。 

２ 管理者は，前項の規定により確認した入札参加資格の有無について，あらかじ

め定めた期日までにファクシミリによる送信又は電話連絡により申請者に通知す

るものとする。 

 

（入札参加資格の喪失） 

第１０条 入札参加資格の確認後において，入札参加資格があると確認を受けた者

が次の各号のいずれかに該当するときは，対象工事等の入札に参加することがで

きないものとする。 

(1) 入札参加資格の要件を満たさなくなったとき。 

(2) 申請書等について虚偽の記載をしたことが判明したとき。 

 

（入札結果の公表） 

第１１条 入札の結果は，入札日の翌日にホームページに掲載するものとする。た

だし，当該翌日が呉市水道局就業規程（昭和２８年呉市水道局規程第１２号）第

１１条に掲げる日（以下「当該休日」という。）に当たるときは，当該休日直後の

休日でない日にこれを行うものとする。 

 

（実施上の留意事項） 

第１２条 実施上の留意事項は，次のとおりとする。 

 (1) 申請書等の作成及び提出に要する費用は入札に参加しようとする者の負担と

する。 

 (2) 提出された申請書等は，返還しないものとする。 

 

（その他） 

第１３条  この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。 

 

付 則 

この要綱は，平成１８年４月１日から実施する。 

付 則 

この要綱は，平成１９年４月１日から実施する。 

付 則 

この要綱は，平成２１年４月１日から実施する。 

付 則 

この要綱は，平成２３年４月１日から実施する。 


